
口座管理法
※
に係るご協力のお願い

※ 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律

マイナンバーの付番は、当行のすべての口座
※1
に対して行います

 ご住所・お名前が最新でない場合は、変更手続きをしたうえで、付番手続きをお願いします。 

ご住所・お名前が最新でない口座には、付番ができない場合があります。

 手続きを行った口座以外に付番した口座がある場合は、後日郵送で通知いたします。

※1 休眠口座等、一部の口座は付番されない場合があります。

他の金融機関への付番も同時に行えます
 本人確認情報等で口座有無を確認するため、他の金融機関と同じご住所・お名前等でお申し込みください。

他の金融機関に提出されているご住所・お名前等と異なる場合は、付番されない場合があります。

 付番結果は預金保険機構から郵送で通知されます
※2
。

※2 金融機関で口座有無の確認や付番手続き等を行うため、付番結果通知までに 1 か月ほどお時間をいただく場合があります。

口座管理法に基づく同意事項のご確認をお願いします

マイナンバーによる預貯金口座の管理を希望される際は、以下の点にご同意ください。

 災害時、または相続時において、預貯金者のマイナンバー利用により預貯金者またはその相続人が 

預貯金口座に関する情報の提供を受けられること。

 金融機関は付番されたマイナンバー等を使用し、預貯金の本人特定情報およびマイナンバーを正確

かつ最新の内容に保つため、J-LIS へ照会を行う場合があること。

 預貯金者のマイナンバーは、所得税法、生活保護法、預金保険法その他の法令の規定に基づく手続

きにおいて、預貯金者の預貯金口座を特定するために利用され得るものであること。

 他の金融機関への付番を希望する場合は、当該金融機関が管理する預貯金者を名義人とするすべ

ての預貯金口座を、当該金融機関がマイナンバーを利用して管理すること。

個人情報の利用目的について

ゆうちょ銀行はお客さまのマイナンバーを下記の利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱い、その範囲を超えた取り扱

いはいたしません。

なお、口座管理法に基づく業務の達成のため、預金保険機構を含む第三者に個人情報・マイナンバーを提供することが

あります。

マイナンバーおよび個人情報の利用目的については、当行Webサイトや、ゆうちょ銀行からの重要なお知らせをご確

認ください。

マイナンバーの利用目的

・金融商品取引に関する法定書類作成事務             ・国外送金等取引に関する法定書類作成事務  

・非課税貯蓄制度等の適用に関する事務               ・預貯金口座付番に関する事務

・公金受取口座の登録、変更、抹消等に関する事務        ・災害時および相続時における預貯金口座の情報提供に関する事務 

・本人特定事項および個人番号の正確性の確保に関する事務 ・その他上記に関する事務 

※例外として、以下の場合には上記利用目的を超えてマイナンバーを利用させていただくことがあります。 

・激甚災害時等に金銭の支払いを行う場合 

・人の生命、身体または財産の保護のために必要で、本人の同意を得ることが困難な場合 
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